
①登録申請

③１カ月以内に登録免許税納付（１種のみ）
　　　（旅行業法第22条、登録免許税法第２条）

④登録後14日以内に営業保証金を供託
　　　（旅行業法第７条第１項）

　　　（旅行業法第22条の10第１項）

※営業保証金の供託は法務局供託課へ・・・・那覇地方法務局、沖縄支局、宜野湾出張所、名護支局、宮古島支局、石垣支局
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⑥④、⑤の納付書の
　 写しを提出。
　　　（旅行業法第７条第２項）⑤旅行業協会に加入する場合は弁済業務

　 保証金分担金を納付
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②登録 法務局

旅行業務開始までの営業保証金の手続き

６ヶ月経過

①営業保証金取戻し事由の発生

　　・変更登録（１種→２種、２種→３種など）

　　・登録の抹消

（登録の取消、有効期間満了、事業廃止など）

　　・旅行業協会の保証社員となった TEL 098-867-1726

　　・取引額減少により規定額を下回ったとき

　　（取引額報告書で確認）

③公告をした旨

　県に届け出を行う

　　還付請求期間（６カ月）

＝債権者の権利申立期間

沖縄県官報販売所
（リウボウ）
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営業保証金の取戻し

債権者からの還付請求が

なければ、全額取戻し可能

　④証明書交付願いの提出（添付書類：官報（写）、供託書（写））
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